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資料１

１ 家きんにおける高病原性鳥インフルエンザ

の状況について
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今シーズンにおける国内家きん農場での発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  発生日 場     所 用途 飼養規模 
ウイルス

亜型 
防疫措置状況 

1 R4.10.28 岡山県倉敷市 採卵鶏 約17.0万羽 H5N1 11.1 殺処分終了 

2 R4.10.28 北海道厚真町
あつまちょう

 肉用鶏 約17.0万羽 H5N1 10.31 殺処分終了 

3 R4.11. 1 香川県観音寺市 採卵鶏 約 4.0万羽 H5亜型 殺処分実施中 

計 約38.0万羽     

家きん 3例目  

香川県観音寺市 11/1 

家きん 2例目  

北海道厚真町
あつまちょう

  10/28 

家きん１例目  

岡山県倉敷市  10/28 
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香川県における高病原性鳥インフルエンザ(家きん国内３例目) 
の疑似患畜確認について 

 

    令和４年１１月１日 

危 機 管 理 部 

農 林 水 産 部 

 

 11月1日(火)に香川県の採卵鶏農場において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜（国内３

例目）が確認されましたので、発生の概要と本府の対応状況について下記のとおり御報告しま

す。 

  

記 

 

１ 発生概要 

（１）発生農場 

  香川県観音寺市 採卵鶏（約４万羽） 

（２）経過 

・10月31日（月）死亡羽数増加の通報、簡易検査陽性（13羽中11羽） 

・11月１日（火）遺伝子検査(PCR検査)の結果、疑似患畜を確認。殺処分等の防疫措置を開始 

 

２ 京都府の対応 

（１）家きん飼養農場への対応 

ア 異常の有無の確認及び情報提供 

〇11月１日（火）、100羽以上家きん飼養農場(62農場)に情報発信し、予防対策の徹底

を指導するとともに異常がないことを確認済 

〇同日、全家きん飼養者（411戸）に家畜衛生情報を発出し、防鳥ネットや飲水消毒の

点検、鶏舎入退時の消毒など、本病の侵入防止対策の徹底を指導 

イ 予防対策の実施状況 

    〇1,000羽以上家きん飼養農場(45農場)の定期検査(抗体検査等による監視) 
・令和４年度は11/1（火）現在、延べ150農場、1,500羽で実施し、陰性を確認済 

    〇100羽以上家きん飼養農場(62農場)の定期巡回 

・10月～３月の間、四半期毎から毎月１回の巡回に強化し、ウイルス侵入防止対

策を徹底指導 

    〇100羽未満家きん飼養者(349戸)の巡回 

・11月末までに１回以上巡回し、ウイルス侵入防止対策を徹底指導 

（２）野鳥への対応（野鳥対応レベル３「国内複数箇所発生時」） 

ア 監視重点箇所 

河川、ため池等47箇所の巡視監視を継続中 11/1(火)現在 異常なし 

イ ため池野鳥対策 

   農場周辺のため池で落水等の野鳥飛来防止対策を順次、実施中 

 

 

 

 

 
櫻田 畜 産 課 長 4980 

青山 農村振興課長 4905 
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資料２

２ 野鳥における高病原性鳥インフルエンザ

の状況について
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今シーズンにおける国内野鳥での確認状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１道４県９事例 

※昨シーズンの初確認日：令和３年11月11日 

 確認日（採取日） 場 所 検査材料 ウイルス亜型 

1 R4. 9.29（ 9.25） 神奈川県伊勢原市 死亡野鳥 H5N1 

2 R4.10. 7（10. 4） 宮城県栗原市 死亡野鳥 H5N1 

3 R4.10.14（10.11） 福井県南越前町 死亡野鳥 H5亜型 

4 R4.10.17（10. 8） 北海道野付郡別海町 野鳥糞便 H5N1 

5 R4.10.18（10.14） 宮城県栗原市 死亡野鳥 H5N1 

6 R4.10.20（10.16） 新潟県新潟市 衰弱野鳥 H5N1 

7 R4.10.28（10.21） 新潟県聖
せい

籠
ろう

町
まち

 死亡野鳥 H5亜型 

8 R4.10.31（10.23） 北海道紋別市 野鳥糞便 H5N1 

9 R4.10.31（10.28） 北海道札幌市 死亡野鳥 H5亜型 

野鳥回収場所 
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資料３

３ 京都府の対応について
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京都府の対応について 

 

（１）国内家きん飼養農場での発生を受けた家きん飼養者への対応 

○異常の有無の確認と情報提供 

① 異常の有無の確認 

100 羽以上家きん飼養農場（62 農場）に家畜保健衛生所から電話連絡し、予

防対策の徹底を指導するとともに、全農場で異常がないことを確認（11 月１日

時点：異常なし） 

② 情報提供と注意喚起 

全家きん飼養者（411 戸）に衛生情報を発出し、防鳥ネットや飲水消毒の点検、

鶏舎入退時の消毒など、ウイルスの侵入防止対策を徹底指導済 

 

○予防対策 

 ① 抗体検査等による監視 

1,000 羽以上家きん飼養農場（45 農場）で検査を実施しており、令和４年度は

11月１日（火）現在、延べ 150農場、1,500羽の陰性を確認済 

② 強化巡回実施（10月※～３月の間、毎月１回以上実施） 

100羽以上家きん飼養農場(62農場)を毎月１回以上巡回し、臨床検査を行うとと

もに、防鳥ネット、靴底消毒等のウイルス侵入防止対策の状況確認、予防対策の徹

底及び異常家きん発生時の早期通報を継続して指導中 

※昨年度までは 11月から実施 

③ 小規模家きん飼養者への対策 

100羽未満家きん飼養者(349戸)を８～11月の間に１回以上巡回し、ウイルス侵

入防止対策を継続して徹底指導中 
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（２）野鳥への対応 

○野鳥の監視  対応レベル３（国内複数箇所発生時） 

① 監視強化重点箇所の巡視強化 

鳥類が集団飛来する河川・ため池（養鶏農場付近含む）等の第２次重点箇所 47

箇所で週１回野鳥の生息状況の調査及び異常を監視 

・第４回調査完了（11月 1日時点：異常なし） 

② 死亡野鳥等の簡易検査実施 

検査優先種１、２は１羽以上、３は３羽以上、それ以外の種は同一場所で５羽以

上死亡している場合に検査を実施。 

 

 （参考）野鳥における対応レベルと対応内容 

 
 

〇野鳥のため池飛来防止対策 

農場周辺（600m 以内）のため池 65 箇所で、落水等の野鳥飛来防止対策を実施し

ており、令和４年度は 11月１日（火）現在、10箇所で対策済 

 

野鳥における対応レベルと対応内容                    令和４年 11 月現在  

対応  

ﾚﾍﾞﾙ 
発生状況  

鳥類生息状況等調査  ウイルス保有状況調査（同一箇所で死亡している野鳥の検査※）  

監視重点箇所  頻度  検査優先種１  検査優先種２  検査優先種３  その他の種  

１  通常時  －  －  １羽以上  ３羽以上  ５羽以上  ５羽以上  

２  

近隣国  

発生時  
第１次重点箇所  

必要に  

応じて  

１羽以上  ２羽以上  ５羽以上  ５羽以上  

国内  

単一箇所 

発生時  
第１次重点箇所  

 

府内又は隣接  

府県発生時は  

第２次重点箇所  

週に１回  

３  
国内  

複数箇所 

発生時  

週に１回  １羽以上  １羽以上  ３羽以上  ５羽以上  

監視重点区域内  

発生地点から  

半径10㎞圏内 

監視重点区域内の  

第３次重点箇所  
週に１回  １羽以上  １羽以上  ３羽以上  ３羽以上  

備考  

第１次重点箇所： 29箇所 

第２次重点箇所： 47箇所 

第３次重点箇所： 85箇所  

18種 

カモ目(10種) 

(ｵｼﾄﾞﾘ,白鳥等) 

ｶｲﾂﾌﾞﾘ,ﾕﾘｶﾓﾒ, 

ｵｵﾀｶ,ﾊﾔﾌﾞｻ 等  

９種 

カモ目(5種) 

(ﾏｶﾞﾓ,ｽｽﾞｶﾞﾓ等) 

ｵｵﾊﾞﾝ,ﾉｽﾘ, 

ｸﾏﾀｶ,ﾌｸﾛｳ等  

1,2以外の  

カモ目 ,タカ目  

ﾌｸﾛｳ目  等  

(ｶﾙｶﾞﾓ,ｶﾜｳ,ｱｵｻｷﾞ,

ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ等) 

1～3以外の  

全ての野鳥  

※同一箇所で死亡している野鳥  

⇒見渡せる範囲程度において、おおむね３日程度の間に死亡した (又は衰弱した )個体数の合計が規定以上の時、検査を実施。 
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京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能）

南丹家畜衛生情報 Ｎｏ．41 令和4年11月1日発行

香川県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの
発生が確認されました（３例目）

死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

高病原性鳥インフルエンザ情報

① 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等

② 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用

③ 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等

④ 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等

⑤ 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用

⑥ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕

⑦ ねずみ及び害虫の駆除

高病原性鳥インフルエンザ発生状況（Ｒ４年シーズン）

➢ 高病原性鳥インフルエンザウイルスが
国内に広く侵入しています。

➢ 予防対策の徹底をお願いします。

家きん農場

野鳥

養鶏場国内３例目(11/1) 香川県観音寺市 ４万羽 (採卵鶏)

野鳥（1道4県7事例）

神奈川県（１事例）

宮城県 （２事例）

福井県 （１事例）

北海道 （１事例）

新潟県 （２事例）

都道府県

岡山県 1 戸 約 17 .0 万羽

北海道 1 戸 約 17 .0 万羽

香川県 1 戸 約 4 .0 万羽

計 3 戸 約 38 .0 万羽

発生戸数 飼養状況
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（参考）府内の家きん飼養状況（R4.9.1 現在） 

 

                                     （戸、千羽） 

地 域 
採卵鶏 肉用鶏 その他 合計 

戸数 羽数 戸数 羽数 戸数 羽数 戸数 羽数 

山 城 117 96 4 － 33 3 154 99 

うち１万羽以上 3 66         3 66 

南 丹 78 774 13 40 18 51 109 865 

うち１万羽以上 4 752 2 28 2 44 8 824 

中 丹 65 874 9 466 13 － 87 1,340 

うち１万羽以上 4 864 6 463     10 1,327 

丹 後 59 4 2 13 － － 61 17 

うち１万羽以上     2 13     2 13 

合 計 319 1,748 28 519 64 54 411 2,321 
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資料４

４ 各部局の役割分担について

16



 

 

各部局の役割分担について 

部 名 等 主な事務分掌 主要な関連業務 
危機管理監 
防災監 
農林水産部副部長 
 
（事務局） 
・危機管理総務課 
・災害対策課 
・原子力防災課 
・消防保安課 
・農政課 

①府対策本部の運営に関すること 
・各部局との連絡調整 
・府対策本部会議の開催 
・現地対策本部との連絡調整 
・関係機関への情報伝達 

②対策全般の総合調整に関すること 
③国・市町村との連絡調整に関すること 
④情報・データの一元管理に関すること 
⑤定時記者発表等広報に関すること 
⑥府民相談窓口の運営に関すること 
 （府民環境部と共管） 
⑦広域振興局との調整に関すること 

 

農林水産部 
 

①防疫（家畜、野生動物等）対策に関す
ること 

②府対策本部との調整に関すること 
③家畜保健衛生所との調整に関すること 
④農林水産省・環境省との連携・調整に
関すること 

⑤専門家会議の運営に関すること 
⑥防疫資材の確保に関すること 
⑦風評被害対策に関すること 

・防疫措置計画の作成 
➢農場防疫対策・周辺農場対応 

➢消毒ポイントの選定、資機材確保 

・緊急動員職員の後方支援 
➢バス、トラックの調達(緊急動

員職員及び備蓄資材運搬) 

➢備蓄防疫資材の運搬 

➢緊急動員職員の受付及び送出 

知事直轄組織 
（知事室長Ｇ） 
（会計管理者Ｇ） 
（職員長Ｇ） 

①報道機関との調整等に関すること 
②緊急支出の審査・支払に関すること 
③職員の動員及び動員者の健康管理の総
合調整に関すること 

・プレスリリース及び本部
会議開催に係る報道機関
調整 

・緊急動員及び本格動員職
員の招集 

・旧婦人相談所の駐車場管理 
総務部 ①緊急予算編成、要望等に関すること 

②焼・埋却地の選定等に関すること 
 （市町村との調整） 
③防疫資材の確保に関すること（農林水
産部と共管） 

・防疫資材等の購入に係る
予算対応 

・焼埋却地所管市町村と必
要に応じた調整(現地対策
本部補佐) 

・防疫資材等の調達事務 
・制限区域等の公告 

政策企画部 
 

防疫活動の支援に関すること 
 

・緊急動員職員、本格動員
職員の派遣 

府民環境部 ①府民相談窓口の運営に関すること 
 （本部事務局と共管） 
②埋却地周辺の環境保全に関すること 
③環境省との連絡調整に関すること 

・府民からの健康等に関す
る相談対応 

・動員職員等の健康管理 
・埋却地周辺の環境モニタ
リング 

・焼却施設の目的外使用に
係る手続き 

文化スポーツ部 
 
 

私立学校及び府立の大学との情報連絡等
に関すること 
 
 

・家畜等を飼育している所
管大学等への情報提供及
び情報収集・飼育家畜へ
の感染防止対策指導等 
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部 名 等 主な事務分掌 主要な関連業務 

健康福祉部 
 
 
 
 
 

①地域住民、防疫従事者、農場作業員の
健康対策に関すること（知事直轄組織
と共管） 

②食肉処理施設、食鳥処理施設等に関す
ること 

③動物取扱業に関すること 
④愛玩動物に関すること 
⑤保育園、介護施設等に関すること 

・府民等の健康に関する相
談窓口 

・農場等動員職員等の感染
防御対策等健康管理対策
指導 

・食肉処理場、食鳥処理場
及び動物取扱業者に対す
る情報提供及び発生防止
対策指導 

・家畜等を飼育している所
管保育園等への情報提
供・情報収集 

商工労働観光部 
 

①特別経営相談に関すること 
②観光対策に関すること 

・府内企業等からの相談対応 
・観光客等への風評被害防
止対策 

建設交通部 
 

①道路等の消毒ポイントにおける消毒に
関すること 

②消毒資機材等の輸送調整に関すること 
③建設業協会等との調整に関すること 

・消毒ポイントの設営 
・消毒ポイントの初期の運営 
・運搬車両不足時等の調整 

議会事務局 府議会議員との情報連絡等に関すること ・プレスリリース、本部対
策会議内容等の伝達 

監査委員事務局 
人事委員会事務局 
労働委員会事務局 

防疫活動の支援に関すること ・緊急動員職員、本格動員
職員の派遣 

教育庁 
 
 

①公立学校等との情報連絡等に関するこ
と（学校給食を含む。） 

②学校飼育動物の適正な飼養管理の徹底
に関すること 

・家畜等を飼育している公
立学校等への情報提供と
情報収集 

・公立学校飼育家畜等への
感染防止対策 

警察本部 
 
 

①発生地域、消毒ポイント等の警戒警
備・混乱防止に関すること 

②治安の維持、防犯対策に関すること 

・農場周辺の立入制限場所
の警戒警備及び交通安全
対策 

・車両消毒ポイントでの交
通安全対策 

現地対策本部 
（広域振興局） 
 
 
 
 

①現地対策本部の運営に関すること 
②市町村等との連絡調整に関すること 
③焼・埋却地に関する地元調整に関する
こと 

④消毒ポイントの現地運営に関すること 
⑤家畜保健衛生所の支援に関すること 
⑥防疫資材以外の必要物品の確保に関
すること（現地のテント、簡易トイ
レ等） 
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４新食第 1710 号  
４新食第 1711 号  
４新食第 1721 号  
４新食第 1713 号  

４消安第 4023 号-1  
４消安第 3994 号  
４畜産第 1661 号  

令和４年 10 月 28 日  
 

別記団体の長 宛て 

 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部企画グループ長  
食品流通課長  
食品製造課長  

外食・食文化課長  
消費・安全局食品安全政策課長  

動物衛生課長  
畜産局食肉鶏卵課長  

 
 

 

高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等について 

 

 本日、岡山県下の家きん飼養農家において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確

認されたところであり（別添１プレスリリース参照）、現在、岡山県においては、家畜伝

染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフ

ルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針（令和２年７月１日農林水産大臣公表）等に基

づき、防疫措置が講じられているところです。これらの防疫措置は、家きんへの本病のま

ん延を防ぐために行われるものです。 
食品安全委員会は「我が国の現状においては、食品（鶏肉、鶏卵）を食べることにより、

高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないものと考えています。」と公表

しているところであり、食品安全委員会ホームページ（https://www.fsc.go.jp/）におい

ても、鳥インフルエンザに関する情報を掲載するなど本病に関する正確な知識を普及する

ための措置を講じております（別添２「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考

え方」参照）。 
農林水産省といたしましても、鳥インフルエンザ関係情報を随時当省ホームページに掲 

載していくほか、家きんの肉及び卵の安全性に関する消費者、流通業者及び製造業者への 
情報提供を含め、正確な情報の提供に努めることとしております。 
貴会におかれましても、当該県産の家きんの肉及び卵の取扱いにつきまして、「○○県 

産の鶏肉・鶏卵は扱っていません」といった不適切な告知や、発生県産であることのみを 
理由とした取引拒否等が行われることのないよう、引き続き、本病に関する正確な知識の 
普及について、会員の皆様への周知につき特段の御配慮をいただきますようお願い申し上 
げます。 
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令和 4 年 1 0 月 2 8 日
農 林 水 産 省プレスリリース

岡山県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確
認について

本日（10月28日（金曜日））、岡山県倉敷市の家きん農場において、高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜が確認されました。

当該農場は、農家から通報があった時点から飼養家きん等の移動を自粛しています。

なお、我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに
感染する可能性はないと考えております。

現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵
害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。

1.農場の概要

所在地：岡山県倉敷市

飼養状況：採卵鶏(約17万羽）

2.経緯

（1）昨日（10月27日（木曜日））、岡山県は、同県倉敷市の農場から、死亡羽数が増加している
旨の通報を受けて、当該農場に対し移動の自粛を要請するとともに農場への立入検査を実施。

（2）同日、当該鶏について鳥インフルエンザの簡易検査を実施し陽性であることが判明。

（3）本日（10月28日（金曜日））、当該鶏について遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥イン
フルエンザの疑似患畜であることを確認。

3.今後の対応

総理指示及び「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染
病防疫指針」等に基づき、以下の措置について万全を期します。

1.（1）当該農場の飼養家きんの殺処分及び焼埋却、

（2）農場から半径3km以内の区域について移動制限区域の設定、

（3）半径3kmから10km以内の区域について搬出制限区域の設定等

必要な防疫措置を迅速かつ的確に実施。

2.移動制限区域内の農場について、速やかに発生状況確認検査を実施。

3.感染拡大防止のため、発生農場周辺の消毒を強化し、主要道路に消毒ポイントを設置。

4.岡山県知事との意見交換等により、岡山県と緊密な連携を図る。

5.必要に応じて、食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生部会 家きん疾病小委員会を開催し、防

疫対策に必要な技術的助言を得る。

6.感染状況、感染経路等を正確に把握し、的確な防疫方針の検討を行えるようにするため、農林
水産省の職員を現地に派遣。

7.岡山県の殺処分・焼埋却等の防疫措置を支援するため、必要に応じ、各地の動物検疫所、家畜
改良センター等から「緊急支援チーム」を派遣。

8.「疫学調査チーム」を派遣。

9.全都道府県に対し、改めて注意喚起し、本病の早期発見及び早期通報並びに飼養衛生管理の徹
底を指導。

( 1 / 2 )
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10.関係府省庁と十分連携を図りつつ、生産者、消費者、流通業者等への正確な情報の提供に努め
る。

4.その他

（1）我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染
する可能性はないと考えております。

https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html(外部リンク)

（2）現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを
侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。

特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお
願いいたします。

（3）今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者は根拠のない
噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。

＜添付資料＞

総理指示(PDF : 54KB)

【お問合せ先】
消費・安全局動物衛生課
担当者：星野、金子
代表：03-3502-8111（内線4581）
ダイヤルイン：03-3502-5994

( 2 / 2 )
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業務内容 情報伝達 府対策本部運営 自衛隊調整
緊急動員職員・

本格動員職員派遣
現地対策本部運営

・資材調達等

殺処分等防疫措置
(◎発生地域のみ)

殺処分鶏・
汚染物品の焼却等

消毒ポイント
設置・運営

担当部局
(農林水産部)
(危機管理部)

(危機管理部)
(農林水産部)

(危機管理部)
(職員長)

(農林)(健福)
(地域連携・振興部等)

(家畜保健衛生所)
(農林商工部等)

(農林商工部等) (建設部等)

実施場所 全庁 府庁 府庁 府庁 現地対策本部 発生農場等 焼却施設等 消毒ﾎﾟｲﾝﾄ設置場所

（イメージ写真）

農家からの異常家きん通報
 →家畜保健衛生所が立入検査

畜産課長から全庁に
メール送信(第１報)

事務局職員(危機管理部
職員)参集

自衛隊に情報提供
後方支援職員(農林水産
部職員)招集
・バス等の確保
・備蓄資材準備等

※関係者で情報共有 ※関係者で情報共有 ※関係者で情報共有 ※関係者で情報共有

立入検査の結果
 →簡易検査の実施を決定
 　（不要の場合もある）

緊急動員職員
(職場・自宅待機)

事務局職員参集

◎ｽﾀｰﾀｰﾁｰﾑ(先遣隊)参集

簡易検査陽性
　（通報後２～４時間）
 

農政課長から全庁に
メール送信(第２報)

プレス発表
・簡易検査陽性
・対策本部会議開催

府対策本部会議の開催
メール送信

第１回府対策本部会議開催
・防疫計画策定
・消毒ﾎﾟｲﾝﾄ選定
　　　　　など

府対策本部会議への
出席要請
・ＬＯ(連絡員)派遣
　(１万羽以上)
・自衛隊派遣調整
　(６万羽以上)

緊急動員職員
府庁参集・準備
・受付
・班分け
・防護服着脱説明
・健康調査
・防疫資材搬出

　↓農場へ出発

第１回府対策本部会議参加
第１回現地対策本部会議開催

・府対策本部会議を受
け
  構成員に指示
◎調達資材の確保
・農場前線基地用
　照明、テント等
◎ｽﾀｰﾀｰﾁｰﾑ(先遣隊)派遣
・農場の封鎖
・鶏舎周辺の消毒など

◎防疫資材の確保
・資材の算定・受入
◎鶏・卵など移動自粛要請

◎疫学調査

◎緊急動員職員受入準
備
・農場作業指示者移動

焼却施設との調整
・焼却実施施設決定
・焼却量・開始時間等

輸送車両の確保
・必要台数
・車両の大きさ

消毒ﾎﾟｲﾝﾄ設置準備
・道路管理者
・交通管理者

消毒資材輸送・設営
・噴霧器、消毒液等

調達資材の確保
・照明、ﾄｲﾚ等

遺伝子検査陽性
 →疑似患畜と決定
 （通報後12～16時間）

農政課長から全庁に
メール送信(第３報)

告示の実施
・本病の発生
・制限区域 など

第２回府対策本部会議開催
・発生状況
・殺処分等計画
・消毒ﾎﾟｲﾝﾄ設置
・自衛隊派遣要請
　など

府対策本部会議参加 緊急動員職員作業開始
・農場で準備・待機
・対策本部開催後
　速やかに殺処分等
　防疫措置開始

第２回府対策本部会議参加
第２回現地対策本部会議開催

・府対策本部会議を受
け
  構成員に指示

◎殺処分命令
◎緊急動員職員作業開
始
・現地で準備・待機
・対策本部開催後
　速やかに防疫措置
　開始

焼却施設との調整
・搬入時間・経路
・搬入量
輸送車両調整
・輸送経路

消毒ﾎﾟｲﾝﾄ公表・運用開
始
・疑似患畜確認後、
　速やかに開始

殺処分等の防疫措置実施

定期的に殺処分数等状
況集約・発表

対策本部会議を適宜開
催

自衛隊派遣 本格動員職員参集連絡
・集合時間
・集合場所
　(現地対策本部等)

定期的に状況報告
　→府対策本部に
◎本格動員者の受入
◎自衛隊活動拠点の設
置
周辺農場の調査等

◎定期的に状況報告
　→現地対策本部に

運搬・焼却の実施
　(殺処分開始後)

定期的に状況報告
　→現地対策本部に

定期的に状況報告
　→現地対策本部に

高病原性鳥インフルエンザ発生時の初動フロー(全庁版)

府対策本部 現地対策本部

◎：発生地域の現地対策本部のみ実施

↓ １～２時間

↓ １～２時間

↓ １０～１２時間

農場毎の防疫計画案 対策本部会議 自衛隊派遣要請 緊急動員(最大200人)

本格動員(最大800人)

現地対策基地の運営

農場前線基地の運営

防疫措置(捕鳥)

防疫措置(ｶﾞｽ注入)

焼却施設への搬入

焼却炉への投入

区域の設定(3,10km)

関係車両の車両消毒
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